
下記のとおり、上場廃止を決定し、整理銘柄に指定することにしましたので、お知らせします。

(１) 銘 柄

(２)

(３) 上 場 廃 止 日

(４)

(５) 理 由 の 詳 細

理 由
（関連条項）

１．上場廃止及び整理銘柄指定

２ ０ ２ ５ 年 １ ２ 月 １ 日

株式会社東京証券取引所

上 場 部

上場廃止等の決定について

記

以　　　上

ＴＡＣ株式会社　株式
（コード：４３１９、市場区分：スタンダード市場）

２０２５年１２月１日（月）から２０２５年１２月１８日（木）ま
で

２０２５年１２月１９日（金）

（注）速やかに上場廃止すべき事情が発生した場合は、上記整理銘
柄指定期間及び上場廃止日を変更することがあります。

特定の者以外の株主の所有するすべての株式を１株に満たない端数
となる割合で株式併合を行う場合に該当するため

（有価証券上場規程第６０１条第１項第１８号）

本日開催されたＴＡＣ株式会社（以下「同社」という。）の株主総
会において、特定の者以外の株主の所有するすべての株式の数が１
株に満たない端数となる割合で行う株式の併合に係る議案が承認さ
れました。

・信用取引及び発行日決済取引の委託保証金

・発行日決済取引の売買証拠金

・取引参加者保証金

・信認金

２．代用有価証券の取扱いについて

同社株式は、２０２５年１２月２日（火）以降、次の各代用有価証券から除外されます。

整 理 銘 柄
指 定 期 間

東証⼀⻫連絡

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
株式会社 東京証券取引所


